
[保育課関係 ]
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1.国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消「先取り」
プロジェク ト [待機児童ゼロ特命チーム]について

(別冊参照 )
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2.多様な保育サービス等の推進について

延長保育や休 日保育等の多様な保育サー ビスについては、平成 22年 1月 に

閣議決定 した 「子 ども 。子育てビジョン」に基づき、平成 26年度までの具体的

な目標を掲げて重点的に推進 しているところである。

平成 23年度予算案においても、「子 ども 。子育て ビジョン」の 目標の達成に

向けた必要な予算を計上するとともに、以下のとお り事業内容の見直 し (改善 )

を図つているところであるので、積極的な取 り組みをお願い したい。

あわせて、管内市町村及び保育所が地域における多様な保育需要に対する積極

的な取 り組みができるよう、特段のご配慮をお願いする。

(1)家庭的保育事業の推進について

家庭的保育事業については、平成 23年度予算案において、連携保育所経費

の増を図るとともに、家庭的保育補助者経費の加算を行い、家庭的保育事業の

取 り組みの拡大を図ることとしているので、積極的な取 り組みをお願い したい。

さらに、「安心こども基金」において、家庭的保育の実施場所に係 る改修費

の補助を実施する 「家庭的保育改修事業」、家庭的保育者が自宅以外で保育を

行 う場合の賃借料の補助を実施する 「家庭的保育賃借料補助事業Jを実施 して

お り、平成 23年度においては、待機児童解消 「先取 り」プロジェク トに参加

する自治体においては、補助率の嵩上げ要件の緩和、賃借料単価の引き上げを

予定 している。

また、市町村がNPO法 人等に委託 して実施する事業について、平成 21年
より安心こども基金を利用 して試行的に行われてきたが、平成 23年度からは、

保育対策等促進事業の委託先の要件を緩和することにより実施する予定である

ので、ご留意願いたい。

なお、これ らの経費は、グループ型小規模保育事業も同等に取 り扱 う予定 と

しているので、将来の需要を見込み、積極的な事業の推進をお願い したい。

《主な改正点》 (関連資料1参照 )

① 平成 23年度予算案

連携保育所経費の増、家庭的保育補助者経費の加算

② 安心こども基金 (改修事業、賃借料補助事業 )

待機児童解消 「先取 りJプロジェク トに参加する自治体において、平成

23年度 より補助率の嵩上げ要件の緩和、賃借料単価の引上げを予定

③ NPO法 人等への事業委託

安心こども基金にて試行的に実施 していたNPO法 人等への委託につい

て、平成 23年度より保育対策等促進事業の要件緩和にて実施予定

④ i_4携先機関の拡大 (平成22年 11月 か ら)

相談 0指導、代替保育等、家庭的保育者への支援を行 う「連携保育所」

の規定について、一定の要件 を満た した幼稚園についても認め、また、

市町村 自らが支援体制を図る場合においても国庫補助対象 とした。
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(2)病児・病後児保育事業について

① 非施設型 (訪問型)について

平成 23年度 より医療機関・保育所等にて実施する施設型に加 えて、非
施設型 (訪問型)をモデル的に実施することとしているので、積極的な取 り

組みをお願い したい。

その内容は、看護師等が医療機関等 と連携 し、対象児童の自宅に訪問する

事業を実施するとともに、その安全性、安定性及び効率性等について検証

するための事業を行 うこととしている。 (関連資料2参照 )

② 利用料について

本事業に係る利用料については、事業費の 2分の 1相 当の額が適当である
と周知 しているところであるが、低所得者 (生保世帯、市町村民税非課税
世帯)に対 しては、実施施設の判断により利用料の減免ができるよう、平成
21年度より減免分についても国庫補助することとしているので、引き続き、
適切な利用料の設定を行っていただ くよう、管内市町村及び実施施設への

周知方よろしくお願い したい。

③ 体調不良児対応型の実施要件について

体調不良児対応型については、 これまで実施要綱に定める要件のほか、
採択基準 (国庫補助を受けるための要件)を別途定めていた ところであるが、
平成 23年度においては、これ らの要件について、実施要綱に新たに規定

することとしたので、ご留意願いたい。 (関連資料3参照 )

(3)保育所運営費の改善について

待機児童の解消を図るため、「子ども 。子育てビジョン」に基づ く保育所等
の受入れ児童数 (毎年約 5万人)の増に伴 う運営費の拡充を図ったところで

ある。

また、平成 23年度 より、 4月 2日 生まれの児童に対す る保育単価の適用

年齢を見 10~し 、学校教育法に基づ くクラス編制の実態 との整合性を図ることと

している (関連資料4参照)力 、`詳細な取扱いについては、 2月 末を 目途に
お示 しする予定の交付要綱等の改正 (案)を ご覧いただきたい。

(4)いわゆる「宅幼老所」をは じめとする共生型サービスの推進について

共生型サービスには、個々のニーズに応 じたきめ細かなサー ビスを提供する
ための地域ケア拠′点として、高齢者や児童などが、住宅地等に立地 した安全に

配慮 された建物で、かつ家庭的な雰囲気の中で運営する取 り組みなどがあるが、

今国会において、菅総理か ら、これ らの 「共生型サー ビス」の推進は重要な

方向であり、高齢者、児童などの各種施策を生かしながら、地域の実情に応 じ

た創意工夫ある取 り組みを評価 し支援 してい く旨の答弁があった ところで

ある。

lyllえ ば、長野県では、身近な生活圏域に居住する高齢者、障害児・者、乳幼

児な どが小規模で家庭的な雰囲気の中で、個々のニーズに応 じたサー ビスを
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受けることのできる 「宅幼老所」 と呼ばれる取 り組みを県単独事業 として実施

している。

現行制度において、こうしたいわゆる 「宅幼老所」を運営する場合、子育て

支援施策の観点からは、所要の要件を満たせば、子育て支援交付金 (仮称)の
「一時預か り事業」の対象 とな りうることなどから、各都道府県におかれては、

管内市町村に対 し、こうした取 り組みや当該支援制度の一層の活用を周知 して

いただき、指定通所介護事業所の取 り組み と併せた 「宅幼老所」など、地域の

実情に応 じた創意工夫ある取 り組みの普及推進につなげていただきたい。
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3.幼保一体化について

(1)認定こども園の状況について
認定こども園の認定状況については、平成 18年 10月 1日 の法律施行以来、

平成 22年 4月 1日 現在で 532件 の認定があ り、今後、 2, 000か 所以上

とすることを目標 としているところである。 (関連資料5参照 )

各都道府県におかれては、今後 とも、利用者や事業者 (施設)等の視点に
立ち、認定こども園に関する窓国の一元化等、関係機関相互の密接な連携協力

を図るなど、認定こども園の設置促進に向けて積極的な取 り組みをお願いしたい。

特に、会計処理、税制上の取扱いについては、「社会福祉法人が設置 。経営

する認定こども園に係 る会計処理の取 り扱いについて」 (平成19年 4月 6日 雇児

保発第0406002号 )、
「認定こども園の税制上の取扱いに関す る留意事項につい

て」 (平成 19年 4月 20日 19初幼教第5号・雇児保発第0420001号‐
)を踏まえ、市

区町村及び事業者等の制度に関する認識を深めるため、情報提供や普及啓発に
ついて、格別の配慮をお願い したい.

なお、国においても、厚生労働省 と文部科学省が連携 して幼保連携推進室を

設置 し、認定こども園に関する照会への一元的な対応やホームページを通 じた

情報提供等を行つてお り、全国の認定こども園に関する情報や関係法令、通知

等を随時掲載 しているところである。各都道府県におかれては、認定予定状況
をはじめ、関連する情報を幅広 く提供 されたい。

(参考 )

○ 幼保連携推進室ホームページ http://www.youho.go.jp/index.html
O 幼保連携推進室メールア ドレス info@youho.go.jp

(2)幼保一体化の検討ついて

政府 としては、幼保一体化を含む子ども 。子育て新システムについて、平成
22年 6月 29日 に少子化社会対策会議において決定された 「子ども 。子育て

新システムの基本制度案要綱」に基づき、幼保一体化の具体的な制度の詳細に
ついて、 「子 ども 。子育て新システム検討会議」の下に置かれた幼保 一体化
ワーキングチームを中心に検討 しているところである。
今後、所要の法案を国会に提出するため、更に検討を進めていくが、子ども

。子育て新システムの実施主体は市町村であることから、制度の施行に向け、
各都道府県、市町村 との緊密な連携を図る必要があると考えてお り、情報提供
等積極的に行つてまい りたい。

なお、これまでのワーキングチームにおいて提出された資料や議論の経過等
については、とりまとめである内閣府のホームページにおいて、公開 している
ところであるので、各都道府県におかれては、関連す る情報を幅広 くご承知
いただきたい。

(参考 )

○ 内閣府 子 ども 。子育て検討会議ワーキングチーム開催状況
http://www8.cao.go.jp/shOushi/10mOtto/08kosodate/wg/index.html
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4.地域主権改革及び構造改革特区について

(1)地域主権改革について

① 地域主権改革推進法案 (平成22年通常国会提出)について

平成 21年 10月 の地方分権改革推進委員会 「第 3次勧告」により、保育

所の基準について、廃止又は条例委任するとされたことを受けて、同年 12
月に 「地方分権改革推進計画Jを閣議決定 した ところである。 「地方分権

改革推進計画Jにおいては、保育所の最低基準は条例で都道府県等 (都道府

県、政令指定都市、中核市)が定めることとし、その際、保育士の配置基準、

居室の面積基準、保育の内容 (保育所保育指針 )、 調理室などについては、

国の基準 と同じ内容でなければならない 「従 うべき基準」 とし、屋外遊戯場

の設置、耐火上の基準などのその他の基準については、国の基準を参考に

すればよい 「参酌すべき基準」 とすることとした。ただ し、居室の面積基準

については、東京等の一部の地域に限 り、待機児童解消までの一時的措置 と

して、合理的な理由がある範囲内で、国の基準と異なる内容を定めることが

できる 「標準」 とすることとした。 (関連資料6参照 )

これ らに係 る所要の法律案は、平成 22年通常国会に提出されてお り、

現在継続審議中である。今後、それぞれの条例により、適切な基準を定めて

いただく必要があ り、その際には、引き続き保育の 「質Jが確保 されるため

に適切な措置を講 じていただくようお願い したい。

② 今後の地域主権改革について

平成 22年 6月 22日 に 「地域主権戦略大綱」が閣議決定されたが、大綱

においては、地域主権改革の推進に関 して、当面講ずべき必要な法制上の

措置その他の措置が定められたほか、今後おおむね 2～ 3年 を見据えた改革

の諸問題に関する取組方針が明らかにされたところである。

保育施策に関しては、児童福祉法の規定により特定都道府県及び特定市町

村において策定 している保育計画の公表について、関連す る規定を努力・

配慮義務化す る方向で、現在所要の法案について、検討 しているところで

ある。 (関連資料6参照 )

(2)構造改革特区について

① 保育所における給食の外部搬入について
「公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業」については、平成

22年 2月 4日 の構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会における結論

として、 3歳以上児については、地域を限定することなく全国において公 。

私立ともに外部搬入方式を採用することを可能 とし、3歳未満児については、

公 立のみについて、引き続き特区の認定を受けた市町村に限 り外部搬入方式

を採用することが可能 (私立は自園調理)と の意見がとりまとめられた。

これを受けて、平成 22年 6月 1日 に、関連する省令改正を行つたところ

であ り、各都道府県に対 しては、 「保育所における食事の提供について」
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(平成22年6月 1日 雇児発0601第 4号)において、通知 したところである。
(関連資料7参照 )

家庭における食育の機能が低下 している中で、保育所において乳幼児期か

らの適切な食事のとり方や望ま しい食習慣の定着、豊かな人間性の育成等に
ついて、しっか りと実施 していくこ_と が求められる。各市町村におかれては、
これ らの観点を踏まえ、適切な給食の提供をお願いしたい。

② 保育所における保育士配置要件の緩和事業 (看護師等の配置)について
これまで、保育所の保育士の配置に関 して、乳児を 6人以上入所 させ る

保育所が、乳児の保育に看護師を配置 している場合は、 1名 に限 り、保育士
の配置基準上保育士 と見な してよいこととしていたところ、乳児 6人未満を

保育する場合においても、同様の措置を行えるよう、構造改革特区の提案が

あつたところである。
これを受けて、「「明 日の安心 と成長のための緊急経済対策」における構造

改革特区に係 る臨時提案等に対する政府の対応方針J(平成22年 6月 2日 構造

改革特別区域推進本部決定)に より、「保育所における看護師配置補助要件
の緩和」が新たに特区において講 じるべき規制の特例措置 として決定された。
(関連資料8参照 )

厚生労働省 としては、平成 22年 10月 14日 に、所要の省令改正を行つ

たところである。各都道府県におかれては、本事業が円滑に実施できるよう、
特段のご配慮をお願い したい。

③ 保育所を運営する法人の評議員の設置及び経理区分の明確化の緩和について
「「明 日の安心 と成長のための緊急経済対策」における構造改革特区に

係 る臨時提案等に対する政府の対応方針」において、保育所を運営する社会
福祉法人が一時預か り事業又は地域子育て支援拠′点事業を行 う場合について

は、評議員会の設置及び経理区分の明確化の適用を除外するとされた。
これを受け、 「「社会福祉法人の認可について」の一部改正について」

(平成22年 10月 14日 雇児発1014第 3号)及び 「「保育所における社会福祉法人
会計基準の適用について」の一部改正についてJ(平成22年 10月 14日 雇児保
発 1014第 1号)において、保育所を経営する事業 と併せて、一時預か り事業
又は地域子育て支援拠′点事業を行つている社会福祉法人については、評議員
会の設置及び各事業の経理 区分の明確化 を求めない旨通知 した ところで
ある。 (関連資料8参照 )

各都道府県におかれては、これ らの通知の趣 旨をご理解の上、保育所を

運営する法人の適切な指導監督に努めていただくようお願い したい。
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5.保育所等における安全管理及び事故防止について

保育所及び認可外保育施設における児童の安全管理については、従前よりご

尽力いただいているところであるが、思いもよらぬ原因により尊い命が失われる

事故等が発生している。

近年、発生した死亡事故等の主なものは、

① 午睡中に保育士が異変を発見し、病院搬送後亡くなった。

② おやつをのどに詰まらせ、窒虐、し亡くなった。

③ ポッ ト等が倒れてお湯がかか り火傷。

等であり、様々な状況下で事故等が発生 している。

今後 とも、貴管内の保育所等に対 し、事故の発生防止に努めるよう指導方お願

いする。

また、「保育所保育指針J(平成20年3月 28厚生労働省告示第141号)の 「第 5章

健康及び安全Jに基づき適切に対応するようお願い したい。

なお、 「保育所及び認可外保育施設における事故の報告についてJ(平成22年

1月 19日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)に より事故等が発生

した場合の報告様式を定めているので、引き続き周知徹底を図るとともに、迅速

な報告をお願いする。

(参考 )

○ 平成21年 12月 から平成22年 12月 までに厚生労働省に報告があった

事故件数  50件
骨折 死 亡 火 傷 そ171他 意識不明 計

認可保育所 28 5 2 3 0 38

認可外保育施設 3 7 0 0 ９
″ 12

(厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課調)

362



6.保育所におけるア レルギー対応ガイ ドラインの策定について

平成21年 4月 1日 に施行された「保育所保育指針」において、健康及び安全
についての規定の充実 と、「保育所保育指針解説書」でのアレルギー対応につい

ての明記が図られたところである。

また、保育所保育指針の告示化 と同時に策定された 「保育所における質の向上

のためのアクションプログラムJにおいて、平成 22年度中に 「保育所における

アレルギー対応ガイ ドライン (仮称)Jについても策定することとされた。

現在、アレルギー対応ガイ ドライン作成検討会において、ガイ ドラインの内容

について検討 しているところ (関連資料9参照)で あ り、平成 22年度中に策定
。公表 し、各都道府県等あて通知す る予定である。各都道府県におかれては、

子 どもの健康 と安全を確保する観点からも、このガイ ドラインを参考に、アレル

ギー対策について万全の対応を図られるようお願い したい。
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7.認可外保育施設に対する指導監督について

事業所内託児施設を含む認可外保育施設の指導監督については、児童福祉法

第 59条及び 「認可外保育施設に対する指導監督の実施についてJ(平 成 13年

3月 29日 雇児発第 177号)に より行われているところであるが、平成 20年度の

認可外保育施設の点検結果 においては、都道府県知事等への設置の届 出等が

義務づ けられている施設 (届 出対象施設)の うち、認可外保育施設指導監督

基準に適合 している施設は 52%(1,965か所 )、 届出対象施設の うちベ ビーホ

テルについては、基準に適合 している施設が 37%(519か 所)であ り、平成

22年度か ら改善 したものの、依然 として低い水準にある。
一方で、多数の死亡事故が発生 しているほか、滞在期間が数年 にもわたる

長期滞在児の存在が明 らかになるなど、認可外保育施設に対す る適切かつ厳正

な指導監督の徹底が改めて必要不可欠である。
このため、都道府県等におかれては、改めて児童福祉法及び認可外保育施設

指導監督基準に基づ く指導監督の徹底を図るとともに、特に改善を求める必要

がある施設に対 しては、

① 改善状況を確認す るため、必要に応 じて施設の設置者等 に対す る出頭

要請や、施設に対する特別立ち入 り調査を行 う、

② 改善指導を繰 り返 し行つているにもかかわらず改善の見通 しがないなど

の悪質な場合には、児童福祉法第 59条第 3項に基づ く改善勧告を行 う、

等、速やかに改善がなされ るよう厳格な措置を講 じるなど、届出対象であるか

否かにかかわらず、適切な指導監督の実施をお願いする。

さらに、急な事業廃上により、保育を利用する者が緊急に他の保育手段を選ぶ

必要が生 じることなどによつて、子どもの育ちに影響を与えるな ど、不適切な

事例が生 じていることも踏まえ、特段のご指導をお願い したい。

また、児童の生命又は身体の安全 を確保す るために緊急 を要す る場合で、

あ らか じめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴 くい とまがない ときは、当該

手続 を経 ないで事業停止又は施設 閉鎖 を命 じることができることとされて

お り、施設の施設長や設置者が利用児童 に虐待 を加 え、危害を及ぼ している

ことが明白である場合などは、こういつた緊急時に該当すると想定されるので、

特段の配慮をお願い したい。
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